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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、2006年度から2009年度の計４ヵ年の計画でホンジュラ

ス共和国に対する「人口・家族計画」医療特別機材供与事業を実施しています。初年度にかかる

機材計画調査を行うことを決定し、2006年10月16日から10月25日まで調査団を派遣しました。 

 同調査団はホンジュラス共和国政府関係者及び国連人口基金（UNFPA）現地事務所関係者と協

議を行うとともに、機材供与対象施設などの現地調査を実施し、効果測定・評価及び機材調達計

画の観点から調査結果を本報告書に取りまとめました。この報告書が、ホンジュラス共和国にお

ける「人口・家族計画」医療特別機材供与事業の効果的な実施に寄与することを願うものです。 

 最後に、本調査にご協力をいただいた内外関係者の方々に深い謝意を表するとともに、引き続

き一層のご支援をお願いする次第です。 

 

 平成18年11月 

 

独立行政法人国際協力機構 

人間開発部長 菊地 文夫 

 



  

写真１：本４ヵ年計画で救急車の供与はないが、

USAID が母子保健診療所の約４分の１に供与して

おり、帝王切開等の緊急産科ケアが必要な母親を

病院に搬送する。（本文 p.14） 

写真２：日本が供与したオランチョ県、地域保健

倉庫のトラック、本案件の機材輸送にも使用され

る予定である。（本文 p.18） 

  

写真３：保健医療施設で実際に使用されている IUD

挿入キット。ポピュレーション・カウンシルから

の供与である。（本文 p.20） 

写真４：母子保健診療所で使用されている高圧蒸

気滅菌器（本文 p.20） 

  

写真５：保健所セサルで使用されているオーブン

型乾熱滅菌器。当初、保健省は母子保健診療所に

同型の滅菌器を要請していた。（本文 p.20） 

写真６：2006 年度に母子保健診療所、保健所に供

与する予定のものと同等の高圧蒸気滅菌器。（本文

p.20） 



  

写真７：保健所で通常使用されているアネロイド式

血圧計とシングルヘッド聴診器。聴診器は新品であ

るが低品質のため使用不可状態。本案件では質を考

慮し原産国指定で供与する予定（本文p.20） 

写真８：母子保健診療所で使用されていたドップ

ラー胎児聴診器（本文 p.21） 

  

写真９：母子保健診療所で使用されている胎児用

聴診器。本案件でも同等のものを供与する予定で

ある。（本文 p.21） 

写真 10：保健所で使用されているグースネックラ

ンプ。本案件でも同等のものを供与する予定であ

る。（本文 p.21） 

  

写真 11：JICA供与実績のある母子保健診療所で使

用されている婦人科診察台。二段式踏台並びに調

節機能付椅子であり、本案件でも同等のものを供

与する予定である。（本文 p.21） 

写真 12：2007 年度に要請されている胎盤処理器。

一般的にディスポーザといわれているもので、胎

盤を破砕して下水に流している。（本文 p.23） 

 



略 語 表 
略 語 英 語 日本語 

AMDA Association of Medical Doctors of Asia アジア医師連絡協議会 

CESAMO Centro de Salud con Medico y Odontologo 医師・歯科医師のいる保健所 

CESAR Centro de Salud Rural 農村地域にある保健所 

ECHO European Commission - Humanitarian and Office エコー 

GNI Gross National Income 国民総所得 

HIPC Heavily Indebted Poor Countries 重債務貧困国 

IUD Intra Uterine Devices 子宮内避妊具 

JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 

JOCV Japan Overseas Cooperation Volunteers 青年海外協力隊 

MDGs Millennium Development Goals ミレニアム開発目標 

NGO Non - Governmental Organization 非政府組織 

PAHO Pan American Health Organization 汎米保健機構 

PRSP Poverty Reduction Strategy Paper 貧困削減戦略文書 

RH Reproductive Health 性と生殖に関する健康 

TBA Traditional Birth Attendant 伝統的産婆 

UNDP United Nations Development Program 国連開発計画 

UNFPA United Nations Population Fund 国連人口基金 

UNICEF United Nations Children’s Fund 国連児童基金 

USAID United States Agency for International Development 米国国際開発庁 

 

■通貨換算率 

１USD ＝117.63 円（2006 年 10 月） 
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第１章 調査概要 
 

１－１ 調査目的 

（１）ホンジュラス共和国（以下、「ホ」国と記す）における本事業について、国内における既存の資

料調査、現地調査、帰国後の国内分析により、相手国政府、関連国際機関及びJICAの案件実施体

制を評価し、案件の妥当性・有効性・効率性等を確認する。 

 

（２）「ホ」国からの要請について、機材調達・通関・運輸等の体制を調査し、適正な仕様・数量を確

認して、事業費の積算を行う等の計画策定確認支援を行う。 

 

１－２ 調査団構成 

氏 名 担当分野 所  属 

小林 恵子 効果測定・評価 財団法人日本国際協力システム業務部 

谷垣 佳奈子 機材調達計画        同  上  

 

１－３ 調査日程 

2006年10月15日（日）～10月25日（水）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日順 月　日 行程/調査内容 宿泊

1 2006/10/15（日） 15:55 成田発 → 13:55ヒューストン着（CO006） ヒューストン

2 2006/10/16（月） 09:35 ヒューストン発 → 11:40テグシガルパ着（CO756） テグシガルパ

09:30 UNFPA表敬訪問

11:00 保健省表敬訪問

14:30 合同協議（保健省、UNFPA、JICA調査団）

16:30 JICA事務所との協議

07:00 テグシガルパ → エル・パライソ県ダンリ市移動

09:30 保健地域事務所との協議/JOCVからの情報収集

12:30 エル・パライソ母子保健診療所視察

13:15 サンタクルス保健所（医師なし）視察

15:00 保健所（医師あり）視察

16:00 ダンリ市 → テグシガルパ移動

06:30 テグシガルパ → オランチョ県フティカルパ市移動

09:30 保健地域事務所との協議

12:00 サラマ母子保健診療所視察

08:00 サン・フランシスコ病院視察

10:30 オランチョ県倉庫視察

12:00 フティカルパ市 → カタカマス市移動

12:30 カタカマス母子保健診療所視察

14:30 カタカマス市 → テグシガルパ移動

7 2006/10/21（土）団内協議、資料整理 テグシガルパ

8 2006/10/22（日）団内協議、資料整理 テグシガルパ

10:00 合同協議（保健省、UNFPA、JICA調査団）

15:00 中央倉庫視察

14:00 保健省への調査結果報告

15:00 日本大使館への表敬・調査結果報告

16:00 JICA事務所への報告

07:00 テグシガルパ発 → 07:40サン・サルバドル着（TA214）
08:40 サン･サルバドル発

09:25 グァテマラ・シティ着（TA320）

テグシガルパ

2006/10/20（金）

5 フティカルパ

3 2006/10/17（火） テグシガルパ

4 2006/10/18（水） テグシガルパ

2006/10/19（木）

11 2006/10/25（水） グァテマラ・シティ

6 テグシガルパ

10 2006/10/24（火） テグシガルパ

9 2006/10/23（月）
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１－４ 調査対象案件の概要 

（１）年次 

2006年度から2009年度（計４ヵ年）のうち初年度。 

 

（２）要請書 

2005年７月提出。 

 

（３）2006年度要請内容 

子宮内避妊具（Intra Uterime Devices：IUD）挿入キット、電気滅菌器、血圧計など11品目の医

療機材。 

 

表１－１ 2006年度要請内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）供与計画提出状況 

2006年６月提出。 

“Support to the Program of Integrated Health for the Women of Honduras 2007-2010” 

（以下、「４ヵ年実施計画書」と記す）。 

 

（５）調査事項 

１）「ホ」国保健計画及びUNFPAカントリープログラム2007-2010を入手し、本プログラムとの関

連性、整合性を確認する。 

２）要請書及び４ヵ年実施計画書は、性と生殖に関する健康（Reproductive Health：RH）の構成

要素である「緊急産科ケア」に言及しているにもかかわらず、2006年度要請機材は他の構成要

素「家族計画」「妊産婦健診」を対象としたものになっている。そのため、本プログラムの機

材供与を通じて期待される達成目標（数値目標を含む）を確認し、2007年度以降の計画内容の

妥当性を確認したうえで、機材供与計画策定を行う。 

３）IUD挿入キットが約380セット要請されているが、IUDそれ自体がどのドナーからどれだけ供

与されているかなど、本案件で供与する機材に関連する母子保健／家族計画分野にかかる他国

際機関、二国間ドナー、NGOからの支援状況を確認する。 

４）要請機材の配布体制、配布計画（配布場所、具体的には県名、施設名）、とりわけ、これま

で我が国がRH分野で協力しているオランチョ県、エル・パライソ県（JOCV事業実施中）への

資機材名 数量

1 IUD挿入キット 250
2 ケリー鉗子 25
3 電気滅菌器 75
4 血圧計 190
5 聴診器 200
6 ドップラー聴診器 20
7 胎児用聴診器 110
8 グースネックランプ 145
9 婦人科診察台 10
10 調整機能付椅子 50
11 二段式踏台 40
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配布割合について確認する。また、その結果により、JOCV事業及び草の根技術協力事業など

JICAの他のスキームとのプログラム連携の可能性を検討する。 

５）４ヵ年実施計画書において、「ホ」国保健省、我が国政府、UNFPAの役割分担と費用負担が

記述されている。その詳細について確認するとともに、とりわけモニタリングの部分に関して

は、保健省及びUNFPAの実施体制を確認する。保健省独自のモニタリングシートがある場合に

はJICA人間開発部作成のものと比較し、報告内容について協議を行う。 

 

 要請資機材の現地調達は、2006年12月以降に実施される予定である。具体的な調達方法、時期に

ついては第４章で述べる。 

 

１－５ 供与実績 

本案件は本年度（2006年度）から開始されるため、医療特別機材案件による過去の機材供与実績は

ない。 
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第２章 対象国の保健医療政策と体制 
 

２－１ 保健分野国家計画と保健医療状況 

 ２－１－１ 保健分野国家計画 

 （１）貧困削減戦略文書（Poverty Reduction Strategy Paper：PRSP） 

 「ホ」国はPRSPを策定しているところであり、2006年11月の時点においては草案の段階にあ

る。貧困削減戦略を通じて2015年までに達成すべき保健分野13項目の具体的な数値目標を掲げ

ており、本案件に関する段階的達成目標は表２－１のとおりとなっている。 

 

表２－１ 貧困削減戦略文書における達成数値目標 

目 標 2005 2006 2007 2015 

１．１歳未満児死亡率（出生1,000対） 29.0 27.0 22.0 18.0 

２．妊産婦死亡率の低下（出生10万対） 95.0 93.0 82.0 70.0 

出典：“PRSP 2006（草案）” 

 

 （２）国家保健計画2021年／国家保健計画2006～2010年 

「ホ」国保健省は、2001年に作成されたPRSPをもとに策定した長期計画、国家保健計画2021

の中で、次項で述べる保健医療政策を通じ2021年までに段階的に達成すべき母子保健指標を表

２－２のように設定している。中期計画に位置づけられる国家保健計画2006～2010年は、2006

年11月時点において策定中である。 

 

表２－２ 国家保健計画2021年における達成数値目標 

目 標 2001 2010 2015 2021 

１．妊産婦死亡率を35／出生10万対にする 108 60 45 35 

２．乳児死亡率を12／出生1,000対にする 34 22 15 12 

３．新生児死亡率を４／出生1,000対にする 19 14 7 4 

４．合計特殊出生率を3にする 3.9 3.6 3.3 3.0 

５．施設分娩を90％にする 60 75 85 90 

６．出産年齢の女性90％が家族計画を効果的に利用する 62 70 80 90 

出典：“Plan Nacional de salud 2021” 

 

 ２－１－２ 保健医療政策と現状 

 （１）保健概況 

「ホ」国の人口・家族計画、母子保健指標を、近隣国及びラテン・アメリカ／カリブ海諸国

と比較すると、GNI（国民総所得）が約２倍のグアテマラより良好であるものの、ラテン・ア

メリカ／カリブ海諸国の平均との比較において改善の余地がある。 
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表２－３ 保健衛生指標の周辺国との比較 

指 標 ホンジュラス グアテマラ
エル 

サルバドル
ニカラグア 

ラテン・アメリカ

カリブ海諸国

総人口（×1,000人） 7,048 12,295 6,762 5,376 548,273 
乳児死亡率（出生1,000対） 31 33 24 31 26 

５歳未満児死亡率（出生

1,000対） 
41 45 28 38 31 

妊産婦死亡率（出生10万対） 110 240 150 230 190 

合計特殊出生率 3.6 4.5 2.8 3.2 2.5 

人口増加率（％） 2.6 2.3 2.0 2.2 1.6 

避妊実行率（％） 62 43 67 69 72 

妊婦健診受診率（％）調整値 83 84 86 86 87 

専門技能者による分娩介助

率（％） 
56 41 92 67 87 

一人当たりのGNI（米ドル）

（％） 
1,030 2,130 2,350 790 3,649 

出典：UNICEF「世界子供白書2006」 

 

 （２）保健医療政策 

本案件に関係のある保健医療政策とその内容は下記のとおりである。 

１）国家母子保健政策 

①部門内部及び部門間の強化：住民参加、緊急時における共同体基金の創設促進など 

②妊産婦及び子どもの死亡と健康の監視 

③保健サービスの入手容易性：母子保健診療所の強化、搬送・分娩時及び前後のケア 

④質の高い施設ケア：病院での基本的な産科ケア、備品並びに消耗品の改善など 

２）保健分野運営計画2002～2006 

①妊産婦死亡の予防と監視のため、国・県・市町村・共同体レベルの各委員会の調整と強化 

②共同体のすべての妊婦の把握と診断 

③ハイリスク妊娠の把握とケア 

④妊娠前期を開始時期とする少なくとも３回の妊婦健診 

３）国家RH必需品保証戦略 

①財政の持続可能性：段階的な援助削減、商業セクターの巻き込みなど 

②購入：支援源（UNFPA、UNDP、NGOなど）の購入分析 

③ロジスティック：管理運営、配布、倉庫条件、在庫管理など 

④市場の分離 

⑤政策責任 

 

 （３）現状 

「ホ」国保健省が、「人口・家族」医療特別機材供与事業４ヵ年の実施を通じて達成しようと

している具体的目標は次のとおりとなっている。 

１）医療機関での出産を63％から82％に増やす。 

２）病院での妊産婦死亡を０（ゼロ）にする。 

３）避妊法の利用を62％から75％に増やす。 

４）地域での幼児総合ケアのカバー範囲を広げる。 
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５）すべての医療機関において、予防可能な子どもの疾病統合ケア戦略の拡大を保証する。 

６）質の高い妊婦管理をめざした戦略を強化する。 

 

 具体的数値目標が設定されている１)～３）に関する現状、すなわち施設分娩数、妊産婦死亡

数、避妊法別実行割合はそれぞれ表２－４、表２－５並びに図２－１のとおりである。また、

初年度案件の県別裨益対象者は表２－６のとおりである。 

 

表２－４ 2005年県別、施設別分娩数 

県 名 病 院 母子保健診療所 

アトランティダ 6,963 0  

コロン 3,284 68  

コマヤグア 4,466 194  

コパン 5,437 194  

コルテス 21,032 0  

チョルテガ 5,178 714  

エル・パライソ 2,930 1  

フランシスコ・モラザン 19,704 0  

グラシアス・ア・ディオス 770 3  

インティビュカ 2,309 68  

イスラ・ド・ラ・バイア 888 0  

ラ・パス 2,146 0  

レンピラ 2,203 556  

オコテペク 1,955 42  

オランチョ 4,527 0  

サンタ・バーバラ 3,325 0  

ベール 1,840 249  

ヨロ 6,255 73  

合 計 95,212 2,162  

出典：保健省資料 

 

「人口・家族」医療特別機材供与事業４ヵ年の実施を通じて、「保健医療施設での出産を63％

から82％に増加」させたいとしている〔目標１〕。「ホ」国における施設分娩は、病院、母子保

健診療所での出産を意味する。施設分娩数は全体で97,374件であり（表２－４）、出生数を206,000
（2004年統計）とすると、出産の約半数が施設分娩である。これを、今後80％までに引き上げ

ることは、保健医療施設がさらに年間約６万件の分娩を取り扱う体制を整える必要性があるこ

とを意味しており、分娩セットなどの資機材が必要である。2007年度案件では、帝王切開術セ

ット、分娩セット等施設分娩に必要な資機材が要請されており、施設分娩率の増加政策に寄与

することとなる。 
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表２－５ 2004年県別妊産婦死亡数 

県 名 妊産婦死亡数 

アトランティダ 11  

コロン 10  

コマヤグア 11  

コパン 8  

コルテス 20  

チョルテガ 8  

エル・パライソ 10  

フランシスコ・モラザン 16  

グラシアス・ア・ディオス 1  

インティビュカ 9  

イスラ・ド・ラ・バイア 11  

ラ・パス 12  

レンピラ 1  

オコテペク 1  

オランチョ 13  

サンタ・バーバラ 3  

ベール 2  

ヨロ 7  

合 計 154  

出典：保健省資料 

 

2004年における妊産婦死亡は154件（報告され登録されている数）となっている。目標２）は

「病院での妊産婦死亡を０（ゼロ）にする」ことであるが、オランチョ県サン・フランシスコ

病院での聞き取り調査では、妊産婦が下位の保健医療施設から搬送され、病院で死亡しても48

時間以内であれば院内での死亡とみなしていない。我が国でも、病院機能評価の観点からは、

救急センターレベルでは搬送後の死亡率が高いため、48時間以内の死亡は数に入れないことが

望ましいという意見もある。このような統計処理の場合、搬送後の時間によって病院での妊産

婦死亡数が容易に増減する可能性があり、緊急産科ケアの量や質による評価が困難である。そ

のため、各県レベルでの妊産婦死亡数を低下させるなど目標の再設定が望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：保健省資料 

図２－１ 2001年及び2005年避妊法別実行割合比較 
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目標３）は、「避妊法の利用を62％から75％に増やす」ことである。避妊法別実行率の2001

年、2005年の比較において、合計は両年とも60％台であり、2001から2005年にかけては微増に

とどまっている（図２－１）。また、避妊法別では、ピル・注射・女性避妊手術・男性避妊手術

の割合が増加しており、IUD・コンドーム・その他が減少している。「ホ」国は、憲法で信教の

自由を保障しているが伝統的にカトリックである。そのため、近代的避妊法も使用されている

が、併用して自然法 
1 の使用（図２－１では「その他」に該当する）が保健医療施設で積極的

に行われている。 

「人口・家族」医療特別機材供与事業４ヵ年の実施を通じて、避妊利用率を15％増にするた

めには、更なる避妊法の奨励と家族計画のための資機材が必要である。2006年度の要請内容は、

主にIUD挿入キットを含む家族計画用資機材であり、これらの供与により避妊法利用率の増加

に寄与することとなる。 

「国家保健計画2021」では、目標の一つに2021年までに合計特殊出生率 
2 3.0にすることを

掲げている。1995年から2005年にかけて合計特殊出生率は4.9から3.5に減少したが、逆に10代

女性（15～19歳）間では増加しており、若年母体の健康のためにも避妊法サービスの拡大が必

要となっている。IUDの利用が減少しているにもかかわらず、本案件ではIUD挿入キットが多数

要請されている。この点を保健省に確認したところ、現在は注射やピルが大量に入ってきてい

るため、これらの資機材に頼っている傾向があるが、一部の避妊法が突出して使用されること

を避け、女性が望む避妊法サービスを提供していきたいとのことであった。 

 

                                                  
1 自然法：頸管粘液変化で排卵日を推定して避妊を行う方法。薬剤や器具を必要としない方法である。 
2 15～49 歳の女性が一生のうちに何人の子どもを産むかを示す数値。 
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表２－６ 2006年県別裨益対象人口 

県 名 12～49歳妊娠可能女性人口 

アトランティダ 100,000  

コロン 72,080  

コマヤグア 106,164  

コパン 103,927  

コルテス 372,796  

チョルテガ 113,412  

エル・パライソ 103,927  

フランシスコ・モラザン 350,667  

グラシアス・ア・ディオス 20,829  

インティビュカ 55,121  

イスラ・ド・ラ・バイア 11,727  

ラ・パス 47,216  

レンピラ 75,574  

オコテペク 32,140  

オランチョ 124,132  

サンタ・バーバラ 99,376  

ベール 43,072  

ヨロ 136,072  

合 計 1,968,232  

出典：保健省資料 

 

一般的に、裨益対象者は15～49歳までの妊娠可能年齢女性であるが、「ホ」国の場合前述のと

おり若年層の妊娠が多いため、母子保健、家族計画サービスの対象範囲が15歳から12歳に拡大

されている。オランチョ県サン・フランシスコ病院では、12～18歳の若年妊産婦に対しては、

一般の妊産婦とは別の診察室で対応し、分娩、家族計画サービスを無料で提供している。 

 

２－２ 組織・人員 

 ２－２－１ 保健省組織図 

「ホ」国保健省組織図、担当部署組織図は図２－２、図２－３のとおりである。本案件の担当部

署は、「サービスの開発・標準化局」の下に位置する「家族総合保健部」である。 
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 出典：保健省資料 

  図２－２ 保健省組織図 

 

また、家族総合保健部は７課に分かれており、その一つ「総合女性保健課」が本案件を担当して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       出典：保健省資料 

図２－３ 担当部署組織図 

 

 ２－２－２ 医療従事者の構成 

「ホ」国において、母子保健、家族計画サービスに直接かかわる保健医療従事者は医師、正看護

師、准看護師であり、県別の医療従事者数、一人当たりの裨益対象者人口は表２－７のとおりであ

る。 

「ホ」国では、医療従事者は不足しており、臨時職員の雇用や、ソーシャル・サービスと称して、

医師・看護師の代わりに医学部、看護学部の 終学年の学生を保健医療施設に配置するといった努

力を行っている。しかしながら、人材不足のためエル・パライソ県では２つの母子保健診療所が閉

鎖されたままであり、オランチョ県では月平均13の保健所が閉鎖されていることなどが聞き取り調

査において確認されている、2006年度の統計では、保健所セサモ（Centro de Salud con Medico y 
Odontologo：CESAMO）18ヵ所、保健所セサル（Centro de Salud Rural：CESAR）53ヵ所、その他保

健医療施設（レベル不明）26ヵ所が閉鎖されており、人材需給計画の策定が必要である。また、表

２－７の括弧内は、医師、正看護師、准看護師一人当たりの裨益対象者数であるが、先進諸国との

比較において医療従事者が不足しているのみならず、地域間格差が大きく、平等な保健医療サービ

地方分権化
諮問委員会 保健大臣

政策強化外部支援

計画・運営評価 事務局

近代化・改革 聴聞会
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（財務） （住民リスク） （ネットワーク）
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家族総合保健部
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会計士（2）

課長（1）

メッセンジャー（1）

コンピューター課

課長（1）

運転手（5）

 

出典：保健省資料 
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スの提供のためにも人材配置計画も必要となっている。 

 

表２－７ 県別保健医療従事者数 

県 名 医 師 正看護師 准看護師 

アトランティダ 73 （1,370） 83 （1,205） 251 （298） 

コロン 51 （1,413） 38 （1,897） 229 （315） 

コマヤグア 39 （2,722） 19 （5,588） 233 （456） 

コパン 58 （1,792） 30 （3,464） 248 （419） 

コルテス 168 （2,219） 113 （3,299） 592 （630） 

チョルテガ 71 （1,597） 22 （5,155） 356 （319） 

エル・パライソ 40 （2,598） 17 （6,113） 185 （562） 

フランシスコ・モラザン 708 （495） 314 （1,117） 1,702 （206） 

グラシアス・ア・ディオ

ス 
38 （548） 8 （2,604） 101 （206） 

インティビュカ 45 （1,225） 16 （3,445） 145 （380） 

イスラ・ド・ラ・バイア 11 （1,066） 9 （1,303） 38 （309） 

ラ・パス 32 （1,476） 11 （4,292） 131 （360） 

レンピラ 41 （1,843） 15 （5,038） 171 （442） 

オコテペク 33 （974） 17 （1,891） 131 （245） 

オランチョ 83 （1,496） 37 （3,355） 308 （403） 

サンタ・バーバラ 32 （3,106） 11 （9,034） 153 （650） 

ベール 37 （1,164） 17 （2,534） 169 （255） 

ヨロ 98 （1,388） 40 （3,401） 353 （385） 

合 計 1,658  817  5,496  

( )内は保健医療従事者１人当たりの裨益対象者 
出典：保健省資料 

 

 ２－２－３医療施設の数 

「ホ」国の県別保健医療施設の種類と数は表２－８のとおりである。母子保健に関し、病院は三

次保健医療施設、母子保健診療所は二次保健医療施設、保健所（セサモ／セサル）は一次保健医療

施設に位置づけられている。この他、全県にはないが大都市に社会保険庁管轄病院３ヵ所、保健省

管轄の「出産の家」10ヵ所、「マタニティホーム」８ヵ所がある。 

 



－12－ 

表２－８ 県別保健医療施設の種類と数 

病 院 母子保健 保健所 保健所 出産の家 マタニティ 大都市周辺県 名 

 診療所 セサモ セサル  ホーム 救急診療所

アトランティダ 2 0 8 42 1 1 0 

コロン 2 3 10 49 1 1 0 

コマヤグア 1 5 15 73 0 0 0 

コパン 1 2 13 57 0 1 2 

コルテス 2 3 31 42 0 0 0 

チョルテガ 1 6 17 117 0 0 0 

エル・パライソ 2 4 14 76 0 0 0 

フランシスコ・モラザン 6 2 42 105 0 0 3 

グラシアス・ア・ディオス 1 2 9 29 0 1 0 

インティビュカ 1 1 4 43 0 1 0 

イスラ・ド・ラ・バイア 1 0 5 1 0 1 0 

ラ・パス 1 1 9 50 8 0 0 

レンピラ 1 4 11 70 0 0 0 

オコテペク 1 3 7 28 0 0 0 

オランチョ 1 5 22 135 0 0 0 

サンタ・バーバラ 1 2 18 58 0 0 0 

ベール 1 4 14 51 0 0 0 

ヨロ 3 5 22 51 0 2 0 

合 計 29 52 271 1,077 10 8 5 

出典：保健省資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：保健省資料 

図２－４ 母子保健医療体制 

 

病院には産科専門医がおり、帝王切開術や輸血などの緊急産科ケアのほか、避妊手術（男性・女

性）を含む家族計画サービスを提供している。母子保健診療所には医師・（正または准）看護師が常

勤しており、分娩介助と避妊手術以外の家族計画サービスを提供している。保健所は２種類あり、

医師・歯科医師が常勤するセサモ、准看護師が常勤するセサルがある。いずれも産前産後健診を行

うが、基本的には分娩の取り扱いは行わず（図２－４参照）、緊急時のみ対応することになっていて、
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分娩の取り扱いは地域に居住する伝統的産婆に委ねている。そのため、「ホ」国では、施設分娩とは、

全国29ヵ所の病院、52ヵ所の母子保健診療所で扱われる分娩のことを指している。 

保健医療サービスの利用者負担に関し、産前産後健診及び避妊法サービスは無料で行っているも

のの、分娩介助は各保健医療施設で料金を設定し徴収している（60～100レンピーラ3）。 

また、妊娠・出産にかかわる何らかのリスクが発見された場合には、各保健医療施設はリファラ

ル・ペーパーを作成して上位の保健医療施設に紹介する体制となっている。保健所－母子保健診療

所間は救急車がなく、利用者自身が料金を支払い、公共交通手段や地域内の個人所有の車両を利用

させてもらうなどして緊急時に対応することになっている。住民参加の考え方に基づき、地域共同

体では後援者（パトロナート）を中心とする保健委員会を設置し、住民から拠出金を募り緊急時搬

送に必要となる基金を創設している。また、母子保健診療所－病院間には救急車があるものの、輸

送にかかる燃料費は利用者の負担となっている（距離により異なるが、利用１回当たり100～400レ

ンピーラ）。 

 

２－３ 財政・予算 

 国連児童基金（United Nations Children’s Fund：UNICEF）の統計資料によれば、「ホ」国の政府支出

に占める保健分野への支出割合は10％である。ラテン・アメリカ／カリブ海諸国の平均支出割合は７％

であり、「ホ」国政府が保健分野に重点をおいていることが理解できる。 

 「ホ」国保健省の2004～2009年（ただし、2006年以降は見積額）の全体予算及び歳入・歳出内訳は

表２－９、表２－10のとおりである。 

 

表２－９ 保健省予算年度別歳入内訳 

 

 

 

 

出典：保健省資料 

 

 保健省予算歳入に関し、国家支出の割合が70～80％を占めている。援助の割合は10％未満にすぎず、

2006年は前年比の約半分になっている。また、「ホ」国は重債務貧困国（Heavily Indebted Poor Countries：
HIPC）債務救済イニシアティブ完了点の到達、G８による国際開発銀行債権の放棄決定により、総額

20億USDに上る債務削減が実施されるといわれており、ここから生まれる国内資金の一部が保健省予

算に割り当てられている。 

 主な融資元は、スペイン政府、米州開発銀行、国際開発協会等となっており、援助元は欧州経済共

同体、スウェーデン、UNICEF、UNFPA等となっている。 

 

                                                  
3 １ホンジュラス・レンピーラ＝約 6.5 円（2006 年 11 月レート） 

2004 （%） 2005 （%） 2006 （%） 2007 （%） 2008 （%） 2009 （%）

国家予算 3,428,520,368 71 3,867,305,500 76 4,339,467,669 83 4,765,433,473 84 5,564,130,528 84 6,174,708,856 84
外部予算

　　融資 918,367,140 19 554,669,088 11 415,088,353 8 332,741,938 6 466,482,603 7 578,653,978 8
　　援助 346,569,050 7 460,857,009 9 223,434,178 4 253,893,460 4 272,930,604 4 284,930,604 4
　　HIPC 150,925,885 3 189,925,886 4 278,694,900 5 320,293,856 6 320,293,856 5 300,279,011 4

合　計 4,844,382,443 100 5,072,757,483 100 5,256,685,100 100 5,672,362,727 100 6,623,837,591 100 7,338,572,449 100

単位：レンピーラ
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表２－10 保健省予算年度別歳出内訳 

 

 

 

 
 
出典：保健省資料 

 

 

 保健省予算の歳出に関し、人件費が約半分を占めているほか、保健省予算に占める機材費の割合が

年々増加しているのが特徴的である。前出の「国家RH必需品保証戦略」（２－１－２ 保健医療政策

と現状参照）において、2006年以降は援助による避妊器具や消耗品の割合を減らし、保健省自身によ

る購入割合を増加させていく方針が打ち出されている。また、保健地域事務所における聞き取り調査

において、毎年各県の人口の割合にあわせ保健省から保健地域事務所に機材購入費が支給されている

ことがわかった。しかしながら、支給される予算では、新規開設の保健医療施設向け機材しか購入す

ることができず、既存の施設で不足している血圧計や聴診器など基本的な医療機材が購入できない状

態にある。 

 保健省から母子保健分野における二国間ドナー、NGO等からの機材供与の規模・内容に関する情報

は提出されなかったが、現地調査においてロータリークラブ、世銀、米国国際開発庁（United States 
Agency for International Development：USAID）、エコー（European Commission-Humanitarian and Office：
ECHO）、キリスト教系NGO等が機材の支援を行っているのを確認した。とりわけ、USAIDは52ヵ所あ

る母子保健診療所の20～25％に救急車を供与しており（口絵写真１）、産科緊急搬送を通じて妊産婦死

亡の低下に貢献をしている。 

 表２－11は、主要なドナーであるUSAID及びUNFPAによる避妊具・避妊薬の支援状況である。2006

年、2007年は０（ゼロ）になっているが、UNFPAは2007～2011年の５年間におけるRH分野の予算を計

650万USD（通常財源300万USD、その他財源350万USD）としており、必要に応じてIUDの供与をする

ことになっている。 

 

表２－11 主要なドナーであるUSAIDとUNFPAによる避妊具・避妊薬支援状況 

品 目 単 位 2006年 2007年 2008年 

ピル サイクル 589,000 854,000  836,000  

注射薬（デポプロベラ） バイアル 868,000 635,000  620,000  

コンドーム 個 2,692,000 5,986,000  5,741,000  

IUD 個 0 0  35,400  

出典：保健省資料 

 

2004 （%） 2005 （%） 2006 （%） 2007 （%） 2008 （%） 2009 （%）

人件費 2,336,380,034 48 2,596,505,097 51 2,916,360,595 55 3,039,902,916 54 3,309,462,303 51 3,586,057,926 49
非人件費 193,019,062 4 438,496,335 9 627,481,996 12 570,192,297 11 604,817,128 9 677,540,528 9
機材 909,747,462 19 891,590,464 18 1,156,586,094 22 1,397,553,810 24 1,881,091,039 28 2,146,263,187 29
資本・資産 616,515,723 13 285,223,599 5 173,406,309 3 247,913,680 4 289,291,568 4 293,545,255 4
為替 788,720,162 16 860,941,988 17 382,850,106 8 416,800,024 7 539,265,553 8 635,165,553 9

合　計 4,844,382,443 100 5,072,757,483 100 5,256,685,100 100 5,672,362,727 100 6,623,927,591 100 7,338,572,449 100

単位：レンピーラ
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第３章 効果測定・評価 
 

３－１ 対象国の保健医療政策における医療特別機材供与の位置づけ 

本案件による機材供与は、第２章「２－１－２ 保健医療政策と現状」で述べた保健政策活動、資

機材や消耗品の改善を通じて恒常的かつ質の高い母子保健サービスを提供することにより、上位目標

であるPRSP及びミレニアム開発目標（Millennium Development Goals：MDGs）4 にある妊産婦死亡率

の低下に向けた協力が期待されている。 

また、「国家RH必需品保証戦略」は、家族計画プログラムに必要な、避妊具・消耗品の確保を確実

に調達することを目的としている。本案件では、IUD挿入キットが多数要請されており、保健省が調

達するIUDを、希望する女性に安全に挿入するサービスを提供することになる。その結果として、直

接的には「国家保健計画21」の目標でもある合計特殊出生率を低下させ、間接的には望まない妊娠を

回避することにより、妊産婦死亡率を低下させることに資することになる。 

 

３－２ JICA協力プログラムにおける医療特別機材供与の位置づけ 

 本事業は、JICA国別事業実施計画の援助重点分野である「人的資本への投資」のうち、「保健医療・

水サービスへのアクセス」という開発課題を解決する「保健医療・水サービス向上プログラム」に位

置づけられており、「妊産婦及び幼児の健康状態の改善」という目的に資するものとなっている。 

 「ホ」国におけるJICA保健分野の支援重点地域は、エル・パライソ県、オランチョ県となっている。

JOCV事業「母子保健の改善に向けた地域保健機能強化プログラム」との連携に関し、本プログラムに

派遣された協力隊員は調査時点において赴任したばかりであり、データを収集し活動計画を策定して

いるところであった。そのため、今後連携の可能性は高いと思われるものの具体的な活動が明確にな

っておらず、本案件との具体的連携については今後検討が必要である。 

 アジア医師連絡協議会（Association of Medical Doctors of Asia：AMDA）による草の根技術協力事業

「エル・パライソ県母子保健向上支援事業」に関し、保健所（セサモ／セサル）と伝統的産婆（Traditional 
Birth Attendant：TBA）に対する機材供与、研修による正・准看護師及び伝統的産婆の能力向上、母子

緊急搬送体制機能強化等が計画されている。いずれも、妊産婦死亡率低下を促進させる活動であり、

本案件の機材供与との連携を通じて相乗効果が期待できる。本案件では保健所に対しても機材供与を

行うため、重複しないよう今後調整が必要である。 

 2007年度には病院、母子保健診療所に対する帝王切開術セット、分娩セットが要請されている。 

 過去のJICA案件「第７保健地域リプロダクティブヘルス向上プロジェクト」終了後、オランチョ県

では上位の保健医療施設への搬送件数、分娩取り扱い件数が増えているため、これら機材の需要は増

加してきている。2006年度、2007年度で供与する資機材は、優先順位に基づく配布先が保健省により

既に決定されており、エル・パライソ県内の病院（１ヵ所）に帝王切開術セット、分娩セット各１セ

ット、エル・パライソ県内の母子保健診療所２ヵ所に分娩セット、オランチョ県内の母子保健診療所

５ヵ所に分娩セットが配布される予定である。 

 

３－３ 国際機関の協力プログラムにおける供与機材の位置づけ 

本マルチ・バイ協力事業を共同で行う国際機関はUNFPAである。UNFPAの対ホンジュラス第６次５

                                                  
4 MDGs のゴール５は「妊産婦の健康改善」であり、ターゲット６として「2015 年までに妊産婦の死亡率を 1990 年の水準の３分の

１に削減する。」があげられている。また、その具体的な指標は、①妊産婦死亡率、②医師・助産師の立会いによる出産の割合とな

っている。 
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ヵ年計画2007～2011年において、①RH、②人口と開発、③ジェンダーの３つの構成要素からなるプロ

グラムを支援し、RHに関して具体的に、「国家RH必需品保証戦略」の支援により家族計画プログラム

の普及を増加させること、基礎的なRH消耗品、緊急産科ケアを改善させる機材をJICAと協力して支援

すること、を明記している。 

UNFPAはIUDなどの家族計画プログラムに必要な消耗品を供給してきたほか、2002～2006年にかけ

て、医師や看護師を対象としたRH分野のワークショップ、研修を通じた人材育成を行ってきており、

我が国が供与する機材がこれら人材により各保健医療施設で効果的に使用されることが期待される。 

 

３－４ 対象国政府機関、国際機関、JICAまたは日本国大使館の役割 

 「ホ」国においては、本案件は４ヵ年計画のうち初年度にあたるため、「ホ」国保健省、UNFPAホ

ンジュラス事務所、JICAホンジュラス事務所の各担当者に医療特別機材供与の作業基準を示し、内容

を確認しながら作成したものが表３－１である 

 

表３－１ 医療特別機材供与の作業基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●は、実施主体を意味する。 
○は、実施支援、資機材の受領を意味する。 

機材供与一連の流れ 先方政府 UNFPA JICA

先方政府、JICA事務所及びUNFPA現地事務所による妥当性を確
認した機材選定、調達方法等の検討、他ドナーとの重複回避

● 〇 〇

先方政府による要請書作成+複数年計画の作成 ● 〇 〇

先方政府は要請書を現地大使館へ送付 ●

大使館から外務省本省への送付 大使館

要請調査回答の検討 - - -

要請書の要請内容検討 - - -

外務省による採択通報 - - -

JICA本部による調達の開始連絡 - - -

JICS委託による先方政府への仕様確認、見積り書とりつけ 〇 ●

現地調達 ●

機材の到着 - - -

先方政府による機材の通関（免税）手続き ● 〇 ○

先方政府による機材の倉庫納入 ●

先方政府による機材の検収、JICA事務所はできれば立ち会う ● 〇 〇

先方政府によるJICA事務所あて受領書作成 ● 〇 〇

広報
引渡し式の実施
プレスリリース

● 〇 〇

下位レベル実施機関への配布 ● ○

下位レベル実施機関から保健施設への分配 ● ○

先方政府はJICA事務所へ機材配布先報告書を送付 ● 〇 〇

下位レベル実施機関又は保健施設における機材の販売・活用 ●

機材内容が消耗品であれば、活用されたことの確認 ●

機材内容が機械類であれば、引渡し後数ヶ月時点での活用確認 ● 〇 〇

先方政府は、JICA事務所宛てに活用確認報告書を送付 ● 〇 〇

JICA機材供与に言及した先方政府作成RHプログラムの進捗・成
果、年次報告書の入手

● ○

JICA機材供与に言及したUNFPA作成の年次報告書の入手 ● ○

機材の配
布

機材の
活用

要請段階

採択

調達

機材受け
入れ
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「ホ」国保健省から提出された４ヵ年実施計画書には、以下のように各機関の役割が明記されてい

るが、作業基準に準じたものであることを確認した。 

 

（１）「ホ」国保健省 

１）UNFPAと調整し、診療所や病院向けRH必需品の年間要求を立案する。 

２）プログラムに応じた十分な資金の入手を保証する。 

 保健省は、本案件のために年間10,000USDを計上しているが、その使用目的は、人件費、出

張費、ガソリン代となっている。 

３）UNFPA事務所に資機材の仕様と年間要求を送付する。 

４）資機材の免税手続きを実施する。 

５）資機材の配布を実施する。 

６）UNFPAとともに資機材の配布、効果的な使用に関する年間報告書を作成し、日本政府に送付

する。 

７）プロジェクト実施評価のための、「ホ」国、日本並びにUNFPA三者中間会議（本案件実施２

年後に開催予定の会議）に参加する。 

 

（２）UNFPAホンジュラス事務所 

１）日本政府に提出する４ヵ年計画書の作成を支援する。 

２）年間要求の算定において保健省を支援する。 

３）計画された財政支援を行う。 

UNFPAは本案件のために年間30,000USDを計上しているが、その内訳は機材モニタリング

5,000USD、人材養成研修24,000USD、会議1,000USDとなっている。 

４）RHと緊急産科ケア必需品を保証する戦略強化に関連した保健省の活動を支援する。 

 

（３）JICAホンジュラス事務所 

１）不可欠な資機材を供与する。 

２）同意に基づく資機材を計画に沿って「ホ」国政府に供給する。 

プログラムの変更は、日本、「ホ」国並びにUNFPA三者の合意のみに基づいて行う。 

３）前述〔（１）－７）〕の三者で実施するプロジェクト実施評価中間会議に参加する。 

 

３－５ 対象国実施体制 

 ３－５－１ 運営・維持管理 

本案件で要請されている機材は、母子保健・家族計画分野では使用頻度の高い基本的な機材であ

る。いずれも保健医療施設で業務を行う適切な知識・技術を有する医師・看護師によって現在も使

用されているものであり、供与する資機材を使用した業務運営、維持管理上問題はない。一般に途

上国では、不安定な電圧が電気医療機器の故障原因となっている。今回供与する機材のうち、電気

を使用するものとして電気滅菌器とグースネックランプがあり、保健省に電圧安定器の必要性につ

いて確認したところ、よほどの僻地でない限り電圧は安定しており、精密機器ではないので必要は

ないという回答であった。実際、現地調査においてほとんどの医療機器に電圧安定器が取り付けら

れていなかった。 



－18－ 

故障に関しては、各保健医療施設が適宜割り当てられた運営費から捻出して対応している。電気

滅菌器とグースネックランプ以外の機材は消耗品のため修理等の必要は生じない。 

 

 ３－５－２ モニタリング・評価体制 

保健省、UNFPA、JICAの三機関により、本案件のモニタリング・評価を以下のように実施するこ

ととした。 

２年分の機材配布終了後（2007年度分終了後）に、三機関が協力して中間評価を実施する予定で

ある。また、UNFPAは本案件を活動内容に含む独自の５ヵ年計画を有しているため、５年後の終了

時（2011年）に評価を実施し、日本政府及び保健省に報告を行う予定である。 

モニタリングシートについては、保健省は独自の書式を作成していなかったため、三機関の合意

において、JICAが作成したモニタリングシートをスペイン語に訳し使用することとなっている。 

 

 ３－５－３ 要請手続き 

本案件は2006年度からの新規案件である。「ホ」国政府からは2005年に要請書が提出されており、

2006年10月調査時点において要請手続き上の問題は生じていない。 

 

 ３－５－４ 通関・輸送・配布状況 

2006年12月以降、JICAホンジュラス事務所が機材を購入後、保健省内の国家財産事務所・税関担

当課が免税手続きを行う。約２週間を要す免税手続き終了後、機材は首都テグシガルパにある保健

省中央倉庫に搬入され、ここで機材の管理責任は国家資産課に移転する。保健省中央倉庫は、計７

つの倉庫をもっており、６つは医薬品用、残り１つが機材用となっている（総倉庫容積約4,000㎡）。

機材は配布リストに沿って中央倉庫から各県の倉庫に搬入されるが、機材の管理責任は保健地域事

務所長、県国家資産課長、県倉庫長に移転する。最終仕向け地である保健医療施設に機材が配布さ

れたあとは、施設ごとに病院長、母子保健診療所長、保健所長が管理責任者となる。 

中央倉庫は４台の大型トラック（８トン）を保有しており、県倉庫まではこのトラックで機材を

輸送する。県倉庫－各保健医療施設間の機材配布に関し、車両を保有する県倉庫は独自に機材を管

轄する保健医療施設に機材を輸送するが（特に、オランチョ県倉庫は日本政府が供与したトラック

２台を保有しているため、各保健医療機関への機材輸送が容易である。口絵写真２）、車両を保有し

ない県倉庫は、中央倉庫が責任をもって配布する体制になっている。保健省は１～２ヵ月かけて、

中央倉庫から全国の最終仕向け地に機材を配布する予定である。イスラ・ド・ラ・バイア県は島で

あり海上輸送が必要であるが、輸送には商業フェリーや軍の輸送機を使用する予定である。 

 

３－６ 要請内容と４ヵ年計画 

「ホ」国保健省が策定した「４ヵ年実施計画書」は、2006年６月に提出されている（付属資料４参

照）。本案件の要請に先立ち、「ホ」国では2003年にどのような医療機材が不足しているのかの定性調

査が行われ（「ホンジュラスにおける緊急産科医療サービスの有効性及び利用に関する調査」）、つづく

2004年には、汎米保健機構（Pan American Health Organization：PAHO）により機材ニーズの定量調査

が行われた。これら結果をもとに、保健省は保健医療施設レベルごとに産科ケアに必要な基本的な機

材リストを作成しており、要請機材がこれらリストの内容に含まれていることを確認した。 

 我が国が要請されている機材総金額は毎年200,000USDであったが、2006年度の予算が120,000USD
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に変更になったため、保健省との協議により一部数量を変更した。2006年度の要請内容は表３－２の

とおりである。 

 保健省からは、要請機材リストと同時に配布先リスト（付属資料８参照）が提出されている。本案

件は「ホ」国全体を対象とした要請であり、保健地域事務所の要請に基づき、保健省家族総合保健部

が必要な量の機材を必要な場所に優先的に配布する計画となっている。これまで我が国がRH分野で協

力しているオランチョ県、エル・パライソ県への機材の配分割合に関しては、2006、2007年度分の機

材配布は上記保健省の配布計画に沿っているため、重点地域に関係なく、全県に対して過不足なく配

布される予定である〔付属資料８の資機材配布先リスト参照、網掛け部分は我が国の支援重点地域（２

県）である〕。保健省からは、2008、2009年度において、我が国が重点地域としている２県に対しての

機材配布の配分について考慮したいとの意見が聞かれた。 

 

表３－２ 2006年度要請機材リスト 

（総額118,980.45USD） 

資機材名 数量 （単位） 仕様 用途（使用目的） 
No. 

 変更前 変更後    

１ IUD挿入キット 379 250 セット

ヤ コ ブ ス 子 宮 鉗 子

8-1/2”、シムス子宮消息

子11-1/2”シムス鋭匙サ

イズ00/6、スポンジ鉗子

（直）9-1/2”、メーヨー

剪刀、グレーブス膣鏡

中・大、ヨードカップ６

オンス、蓋付トレイ、以

上各１ 

IUD挿入 

２ ケリー鉗子 25 変更なし 本 26cm（11インチ） IUD抜去 

３ 電気滅菌器 78 75 台 

120V、高圧蒸気滅菌 

鍋型、60分タイマー機能

付 

医療器具の滅菌 

感染予防 

４ 血圧計 265 190 台 
アネロイド式 

スタンド型 

産前産後健診 

分娩中の血圧管理 

５ 聴診器 225 200 個 

シングルヘッド 血圧測定 

基本的に血圧計とセット

である 

６ 
ドップラー胎児聴診

器 
10 20 台 

軽量タイプ、アルカリ/ニ

ッカド電池使用周波数２

MHz、自動電源切機能付

胎児心音聴取 

７ 胎児用聴診器 200 110 個 チューブ付 胎児心音聴取 

８ グースネックランプ 150 145 台 

115/120V、高さ調節・シ

ェード部分角度調節機能

付 

診察・処置時の照明 

９ 婦人科診察台 10 変更なし 台 
足台 

引出し・収納庫付 

分娩、IUD挿入などの処

置 

10 調整機能付椅子 50 変更なし 台 

スチール製、高さ調節機

能付、コロ付、フットレ

ストリング 

分娩IUD挿入などの処置

11 二段式踏台 44 40 台 スチール製、二段 婦人科診察台への昇降 
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（１）IUD挿入キット 

IUDは一度子宮内に挿入すると２～５年間継続使用が可能である。近年多用されているIUDの挿

入には多数の機材を必要とはしないが、副作用を生じた場合または交換時にIUDを取り出す必要

があるため、これら機材セットが必要となっている。また、IUD挿入サービス提供可能な病院と

母子保健診療所では、１日の利用者数に見合うだけの十分なセット数がなかったり、老朽化によ

り機材が欠けているため、恒常的かつ感染予防に配慮した安全なサービス提供のためにも、滅菌

器と併せ本機材の供与の必要性は高い。当初価格の安いパキスタン製キットが調達される予定で

あったが、保健省・UNFPAの両機関から経験上品質に問題があり、価格が見合っても長期間の使

用には耐えないという意見があり、価格・品質の両観点から原産国を指定し、ドイツ製のものを

供与する予定である（口絵写真３）。 

 

（２）ケリー鉗子 

要請書ではスポンジ鉗子が要請されていたが、IUDセットに含まれているため、IUD抜去用のケ

リー鉗子に変更した。また、サイズに関して18インチ（46㎝）のものが要請されていたが長すぎ

るため、11インチ（約26㎝）へ仕様の変更を行った。 

 

（３）電気滅菌器 

各保健医療施設では十分な機材がないため、１日当たりの帝王切開術、分娩介助、IUD挿入件

数が機材セット数を超えており、機材の滅菌をしながらサービスを提供している。その機材不足

を補い、また血液由来感染症の感染予防のためにも滅菌器は必須機材である。鍋型高圧蒸気滅菌

器が多用されていたが、臨地職員からは乾燥に時間がかかるため乾熱滅菌器の要望があった。保

健省は、母子保健診療所にはオーブン型乾熱滅菌器、保健所に鍋型高圧蒸気滅菌器を配布したい

としていたが、前者の価格は後者の２倍であるため、より多くの需要に応えるために鍋型高圧蒸

気滅菌器を供与することとなった（口絵写真４、５、６）。 

 

（４）血圧計 

ハイリスク妊産婦の把握、分娩時の異常の早期発見において血圧計は必須機材である。このよ

うな基本的な機材が、とりわけ保健所で老朽化や故障により不足している状態であり、供与の緊

急性は高い。当初壁掛け式の血圧計が要請されていたが、使用している保健医療施設はなく、ス

タンド式水銀血圧計、アネロイド式血圧計（口絵写真７）が多用されていた。保健省によると、

アネロイド血圧計は持ち運びやすく紛失する可能性が高いため、スタンド式アネロイド血圧計を

要請している。 

 

（５）聴診器 

上記血圧計の使用時に不可欠な機材である。血圧計と同じく故障や老朽化により不足している。

また、保健医療施設で血圧計を使用する看護師等の職員からは、新品を配給されたが品質が悪く

すぐ壊れてしまったという意見が聞かれた。価格は中国製のものが安いが、価格・品質の両者を

考慮し米国製のものを供与する予定となっている（口絵写真７）。 
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（６）ドップラー胎児聴診器 

母子保健診療所で使用されるものであり、現在使用されているものと同等のものを供与する予

定である。妊娠及び分娩中の胎児心拍数観察には欠かすことのできない機器である（口絵写真８）。 

 

（７）胎児用聴診器 

保健所で使用されるものであり、妊娠及び分娩中の胎児心拍数観察には欠かすことのできない

機材である（口絵写真９）。 

 

（８）グースネックランプ 

IUD挿入時に必要な備品であり、現在使用されているものと同等のものを供与する予定である

（口絵写真10）。 

 

（９）婦人科診察台 

IUD挿入や分娩介助に必要な備品であり、現在使用されているものと同等のものを供与する予

定である（口絵写真11）。 

 

（10）調整機能付椅子 

IUD挿入、分娩介助時に職員が使用するためのものである（口絵写真11）。 

 

（11）二段式踏台 

婦人科診察台は高いため、利用者の安全な昇降のために踏台が必要である（口絵写真11）。 

 

2007年度の要請機材名と数量は表３－３のとおりである。 
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表３－３ 2007年度要請機材リスト 
（総額200,000.00USD） 

No. 資機材名 数量 （単位） 仕様 用途（使用目的）

１ 帝王切開術セット 30  セット 

スタンダードセット 

外科剪刀、手術用剪

刀、外科鑷子、中型

鑷子、カイザー鉗子

コッヘル止血鉗子、

マチュー型持針器、

開腹固定器、腸圧定

ヘラ、膿盆、シャー

レ、カップ等 

緊急産科ケア 

２ 分娩セット 110  セット 

スタンダードセット 

外科鑷子、コッヘル

鉗子、マチュー持針

器、臍帯剪刀、ジモ

ン氏膣鏡等 

分娩介助 

３ IUD挿入キット 530  セット 

ヤコブス子宮鉗子

8-1/2”、シムス鋭匙

サイズ00/6、スポン

ジ鉗子（直）9-1/2”、

メーヨー剪刀、グレ

ーブス膣鏡中・大、

ヨードカップ６オン

ス 

蓋付トレイ、以上各1 

IUD挿入 

４ 電気滅菌器 90  台 

120V、高圧蒸気滅菌 

鍋型、60分タイマー

機能付 

医療器具の滅菌 

感染予防 

５ 血圧計 180  台 
アネロイド式 

スタンド型 

産前産後健診 

分娩中の血圧管理 

６ 聴診器 180  個 

シングルヘッド 血圧測定 

基本的に血圧計と

セットである 

７ ドップラー胎児聴診器 20  台 

軽量タイプ、アルカ

リ/ニッカド電池使

用周波数2MHz、自動

電源切機能付 

胎児心音聴取 

８ 胎児用聴診器 150  個 チューブ付 胎児心音聴取 

９ グースネックランプ 170  台 

115/120V 、高さ調

節・かさ部分角度調

節機能付 

診察・処置時の照明

 

（１）帝王切開術セット 

病院における１日の利用者数に見合うだけの十分なセット数がなかったり、老朽化により機材

が欠けているため、恒常的かつ血液由来感染症の感染予防に配慮した安全なサービス提供のため

にも、滅菌器と併せ本機材の供与の必要性は高い。また、調査の結果、「ホ」国の帝王切開率は20％

と我が国の２倍であり、本セットの必要性は高いと思われる。 

 

（２）分娩セット 

本案件実施の目標の一つが、施設分娩数を増やすことであり、分娩セットの必要性は高い。 

 

（３）IUD挿入キット以降、グースネックランプに関しては、2006年度要請機材における記述内容に

同じ。 
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2007年度要請に関しては、病院、母子保健診療所の配布リストが提出されているが、保健所分につ

いては2006年12月に開催されるドナー会議（「ホ」国保健省、UNFPA、JICA三者のみならず、人口・

家族計画分野で活動する援助団体が参加する会議）において保健省が中心となり配布先を決定する予

定となっている。 

2008年、2009年の要請機材として予定されているのは、成人用体重計、子ども用体重計、ディスポ

ーザ（胎盤処理器）（口絵写真12）、帝王切開術セット、分娩セット、婦人科診察台などとなっている。 

 

３－７ 妥当性・効率性・有効性・自立発展性 

 ３－７－１ 妥当性 

施設分娩率が90％以上である先進工業国との比較において、「ホ」国の施設分娩率は約50％と低く、

自宅分娩を選択する場合は伝統的産婆（専門技能者ではない）による分娩介助が多い等の理由から、

妊産婦死亡率が高い。そのため、保健省は各レベルにおける保健医療施設で提供されるサービスの

量と質を向上させてハイリスク妊娠の把握に努め、併せて施設分娩率を向上させることによって妊

産婦死亡率を低下させたいとしている。また、家族計画においても避妊法のニーズはまだ充足して

いないため、特に若年層を対象したサービスの強化が必要となっている。 

本４ヵ年計画をつうじて「ホ」国保健省が達成しようとしている目標は、施設分娩率の増加、妊

産婦死亡率の低下、避妊法の利用率の増加など具体的なものであり、「ホ」国のPRSP、MDGsの上位

目標（妊産婦死亡率の低下、合計特殊出生率の低下）の達成や裨益対象者のニーズ（施設分娩の増

加、避妊法実行率の増加）に対して協力効果が期待される内容である。また、供与資機材はこれら

目標の達成のために必要なサービスの量と質を支援するものである。また、我が国は過去５年間RH
分野におけるプロジェクトを展開してきているため、本案件の実施により相乗効果が期待でき、妥

当性は高いものとなっている。 

 

 ３－７－２ 有効性 

保健省の自助努力にもかかわらず、各保健医療施設は十分な機材を有しておらず、質・量ともに

十分なサービス提供できない状況にある。本案件で供与される機材は、このような状況を速やかに

改善し、裨益対象者のニーズに応えることとなる。 

また、機材は、緊急産科ケア機材の調査結果に基づき保健省が計画した配布リストに従って、ニ

ーズの高い保健医療施設に優先的に配布され、十分な技術を有する保健医療従事者によって使用さ

れるため、有効性は高い。 

 

 ３－７－３ 効率性 

本案件で供与される機材は、裨益対象者が限定されるような高度な保健医療機器ではない。要請

されている機材は母子保健、家族計画分野では汎用性の高い必須機材であり、多くの裨益対象者の

サービス提供に利用される。また、機材は比較的安価であるにもかかわらず、特にステンレス製品

であるIUD挿入キット、分娩セットなどは適切な維持管理によって長期間の使用に耐えるものであ

り、今回供与予定の滅菌器を使用した機材の再利用により、１日当たりのサービスの増加にも対応

できるようにもなる。以上の理由により費用対効果が高いといえる。 
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 ３－７－４ 自立発展性 

本案件で供与する機材は、適切な維持管理、使用環境において長期間の使用に耐えるものである。

これまで、機材が不足しているためにサービスが提供できなかった保健医療従事者にその機会を与

えることとなり長期間にわたり技術力向上に寄与することとなる。とりわけ、IUD挿入キットに関

しては、「ホ」国保健省自身、IUDを含む避妊具・避妊薬の安定的調達に向けて計画を策定しており、

自立発展性がある。 
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第４章 機材調達計画 
 

４－１ 調達方法 

 2006年12月以降、競合する医療機器取り扱い業者から見積もり（ 低３社）を取り、現地調達とす

る。今回、価格だけの競争の場合、我が国が技術協力を行い高い品質を保証できない国を原産国とす

る機材が入る可能性があった。保健省・UNFPAの両機関より、「低価格の機材を入れても長期間の使

用に耐えないと意味がないため、品質も考慮して調達してほしい」という要望があげられた。現地調

査において、外観は新品同様にもかかわらず使用不可能となっている粗悪品の聴診器も見受けられた。

価格と品質を考慮した結果、2006年度に調達する機材の原産国は、「ホ」国、米国、ドイツになってい

る。 

 

４－２ 仕様・価格・概算事業費 

 現地調達により供与される機材及び価格、概算事業費は表４－１、表４－２のとおりである（仕様

については表３－２を参照）。 

 

表４－１ 2006年要請機材の数量と単価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４－２ 概算事業費 

費 目 金 額 備 考 

機材費 118,980.45  

輸送・保険料 0  

手数料等 0  

合計（USD） 118,980.45  

概算事業費（千円） 13,996
１USD＝117.63円 

（10月為替レート） 

（千円未満切り上げ） 

位

資機材名 数量 単価 小計

1 IUD挿入キット 250 124.97 31,242.50
2 ケリー鉗子 25 11.7 292.50
3 電気滅菌器 75 527.52594 39,564.45
4 血圧計 190 88.93 16,896.70
5 聴診器 200 28.56 5,712.00
6 ドップラー聴診器 20 454.51 9,090.20
7 胎児用聴診器 110 9.94 1,093.40
8 グースネックランプ 145 44.7 6,481.50
9 婦人科診察台 10 405.22 4,052.20
10 調整機能付椅子 50 74.78 3,739.00
11 二段式踏台 40 20.4 816.00

合計 118,980.45

単位：USD 
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第５章 結論と提言 
 

５－１ 結 論 

（１）本４ヵ年計画の実施主体である「ホ」国保健省、協力機関であるUNFPA、これら両機関の保健

プログラムにおける関連性、整合性が確認された。さらに、本４ヵ年計画の実行可能性を高める

のに不可欠な、各機関の費用負担、役割分担も明確である。 

 

（２）４ヵ年の資機材供与を通じて達成しようとする保健省の目標は、施設分娩数の増加、妊産婦死

亡率の低下並びに避妊法の利用率増加など具体的に設定されている。調査結果として、2006年度

は主に「家族計画」用の資機材（目標として避妊法の利用率増加）、2007年度は主に「母子保健」

用の資機材（目標としては施設分娩率の増加、妊産婦死亡率の低下）の要請であることを確認し

た。2008年度、2009年度は調査時点では未定であり、今後保健省を中心とするドナー会議で決定

される予定となっている。要請内容は目標達成に対し適切であり、数量も優先的に配布すべき施

設リストに基づいており、妥当性が確認されている。 

 

（３）2006年度、2007年度に要請されているIUD挿入キットが必要となるIUDの支援について、「ホ」

国保健省から提出されて資料上では０（ゼロ）となっているが、協力機関であるUNFPAが必要に

応じて不足分を調達する予定であることを確認した。 

 

（４）要請機材の配布体制（倉庫の状況、車両の有無、配布に要する期間など）、配布場所と数量につ

いて確認を行い、実行可能性の高いことを確認した。我が国がRH分野で協力しているオランチョ

県、エル・パライソ県への資機材の配布割合に関しては、2006年度、2007年度については保健省

により配布計画が既に策定されているが、2008年度以降はJICAの他のスキームやプログラム連携

を考慮し、配布計画が策定される予定となっている（付属資料８）。 

 

（５）「ホ」国保健省、我が国政府、UNFPAの役割分担と費用負担の詳細について確認した。モニタ

リングに関しては、上記三者により本４ヵ年計画の中間評価（2007年度分終了後）を、 終評価

（４ヵ年終了後）UNFPAが実施し、日本政府と保健省に報告を行う予定である。モニタリングシ

ートは、JICAが医療特別機材事業用に作成したものをスペイン語に訳し使用することとなった。 

 

５－２ 案件実施上の留意点・改善点 

（１）「ホ」国におけるJICA保健分野の支援重点地域はエル・パライソ県、オランチョ県となってい

る。保健省からこの点を踏まえ、2008～2009年度機材配布リスト作成において、これら支援地域

への配布比率を考慮したいとの意見が聞かれており、今後ドナー会議等での調整が必要である。

また、今後実施される予定である、草の根技術協力事業、AMDAによる「エル・パライソ県母子

保健向上支援事業」では、活動内容に保健所（セサモ／セサル）に対する機材供与が含まれてい

るため、重複しないようドナー会議等での調整が必要と思われる。 

 

（２）IUDの供給について、「ホ」国保健省は援助に頼ることなく安定的に自己調達を実施する方針で

あり、不足する場合にはUNFPAが支援することになっているが、調査時点では具体的な数量が十
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分に明示されていないため、今後確認が必要である。 

 

（３）「ホ」国保健省は、統計数値算定のための統一した指針を示しているにもかかわらず、各保健地

域事務所や保健医療施設等が異なる統計処理を実施しているため、比較可能かつ精度の高い統計

数値が得られない可能性がある。本案件実施の効果測定のためにも保健人材が統一した統計処理

を行えるよう上位レベルからの支援が必要である。 

 

（４）現地調査において、建物・機材がありながら人材不足や技術不足により機能していない保健医

療施設や提供できないサービス（IUD挿入等）が確認されたため、人材確保や医療従事者の技術

向上の必要性が高い。また、「ホ」国では、助産師という職種がなく、医師、正・准看護師が分娩

を取り扱うことになっている。地域住民は、専門知識・技術を有する准看護師より、信頼・便利

さ等から伝統的産婆による分娩介助を選好する傾向があり、施設分娩数の増加に向けて、准看護

師の利用を高めていく努力が必要である。保健省に対し、人材需給計画や適正な配置計画の改善

を期待するとともに、我が国も限られた人材を活かせるよう種々の研修事業（本邦研修、第三国

研修など）を通じて技術向上、能力構築をめざした更なる人材育成の協力を行っていく必要があ

る。 

 

（５）機材や医薬品の配布に関し、保健省中央倉庫－各県の倉庫までの配送体制が確立しているもの

の、各県倉庫から下位の保健医療施設への配送体制は、車両の不足等により現状に応じてその都

度対応している状況である。そのため、本案件の機材配布は、保健省中央倉庫が責任をもって配

布することになっているが、モニタリングの必要性は高い。 

 

（６）産科緊急時のリファラル体制に関し、母子保健診療所－病院間は、救急車配備により確立され

ている。しかしながら、保健所－母子保健診療所間は、保健所が紹介手続きは行うものの、保健

医療サービスにかかる費用、保健医療施設までの輸送手段及び費用は各自の努力に任されており、

母子救命に向けた搬送の迅速性、実効性に欠けている。このような状況を改善するために、住民

参加を基本とし、地域の保健委員会による基金創設や車両を有する個人からの輸送手段の提供と

いった努力が行われているが、保健省による各レベルでのリファラル体制構築の強化が必要であ

ると思われる。 

 

（７）機材の原産国に関し、価格のみならず品質保証の観点から選定する必要がある。原産国に関し

て、「ホ」国政府から提出される要請書に原産国の条件を明記してもらう必要がある。 



付 属 資 料 

 

１．質問書 
 
２．2006 年度要請書 
 
３．関係者（面談者）リスト 
 
４．４ヵ年計画表 
 
５．要請機材リスト 
 
６．医療特別機材供与事業の概要 
 
７．主要保健指標 
 
８．機材配布先リスト 

 



 

 

１．質問書 
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財団法人日本国際協力システム 
 

ホンジュラス国 
 

医療特別機材 機材計画調査 
 

質問書 
 
 
 

本調査を迅速かつ適切に実施するため、以下の質問書において要請している資料、デー

タ等を提供いただくよう、ホンジュラス国 UNFPA に手配いただきたく、よろしくお願い

いたします。 
なお、質問書の回答については下記諸点にご留意いただければ幸いです。 
 
 
１． 回答は本年 10 月 12 日までに貴事務所宛に提出いただくよう質問書の中で要請し

ておりますので、提出され次第、貴機構本部人間開発部に送付ください。 
 
２． 質問項目のうち、貴事務所ですでに入手済みの資料・データなどがあるようでし

たら、上記１と同様に提出ください。併せて、当該質問項目への回答は不要の旨、

UNFPA にお知らせください。 
 

以 上 
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Cuestionario al UNFPA (formato provisional) 
 
1. Introducción 
En respuesta a la solicitud del Ministerio de Salud de la República de Honduras (en lo 
sucesivo referido como Honduras) sobre la Cooperación Financiera No Reembolsable 
para le Apoyo al Programa Salud Integral a la Mujer de Honduras 2007-2010 (en lo 
sucesivo referido como el Programa ), el Gobierno de Japón encomendó a la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (en lo sucesivo referida como JICA) el estudio para 
analizar la viabilidad del Programa. En consecuencia, JICA va a enviar a Honduras una 
Misión de Estudio a fin de reunir informaciones y datos necesarios para llevar a cabo el 
Programa solicitado para el presente año fiscal, así como de examinar la idoneidad de 
continuar la cooperación después del año fiscal 2006. Luego de realizar el estudio en 
campo, el Misiónde elaborará en Japón el informe de estudio y dará recomendaciones 
sobre la ejecución del Programa.  
 
La Misión de Estudio de JICA solicita al UNFPA la preparación de los siguientes datos e 
informaciones para que el estudio se lleve a cabo de manera oportuna y debida. El 
presente cuestionario ha sido elaborado basándose en los documentos de solicitud 
presentados por el Gobierno de Honduras el 14 de junio de 2006 (se refiere a las hojas 
anexas).  La Misión de Estudio espera recibir el conjunto de informaciones el día 12 de 
octubre de 2006, día de la reunión prevista. Haga el favor de preparar las respuestas y 
documentos según el orden del cuestionario, especificando la fuente y el año de edición. 
La Misión de Estudio agradece de antemano su valiosa colaboración.  
 
2. Miembros de la Misión de Estudio  

Keiko Kobayashi 
Evaluación  
(Impacto de 
cooperación) 

Departamento de Operación, Sistema de 
Cooperación Internacional del Japón (JICS) 

Kanako Tanigaki 
Suministro 
Equipos/Insumos 

Departamento de Operación, Sistema de 
Cooperación Internacional del Japón (JICS) 

 
3. Período de Estudio 

Del 16 al 24 de octubre de 2006. 
 
4. Objetivo de Estudio 

(1) Programa de País de UNFPA（2007-2011） 
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(2) Condición general de Salud Reproductiva 
(3) Rol y responsabilidad de UNFPA en este programa 
 

5. Preguntas 
1. Si puede proporcionar la información  

-Organigrama de UNFPA Honduras 
-Departamento (Sección, Unidad) y personal encargado (número) 

2. Puede proporcionar la copia de Programa de País de UNFPA 2007-2011 ? 
3. Según la información, UNFPA asignará los fondos de US$30,000 a este programa. 

Por favor se detalle el contenido. 
 4. En el fondo de esta programa hay un estudio realizado de cuidado obstétrico de 

emergencia. Sin embargo porque los equipos solicitado al gobierno de Japón son 
relacionados con el control de las mujeres embarazadas y planificación familiar? 

 5．Por favor especifique los apoyos a dar a Secretaría de Salud en este programa 













 

 

３．関係者（面談者）リスト 
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Date 
日付 

Organisation/Division/ 
機関名/部・課 

Name 
氏名 

Title 
役職 

10/17 JICA Honduras Office 
JICA ホンジュラス事務所 

Mr. Tatsuo SUZUKI 
    鈴木 達男 

Director 
事務所長 

 同 上 Ms. Akiko ODA 
  小田 亜紀子 

Sub Directora 
事務所次長 

 同 上 Ms. Yuko KANAI 
  金井 優子 

Oficial Senior de Programas,
Sector Salud , Aquia y 
Saneamiento 
プログラムオフィサー 
（保健、水、衛生分野） 

 Secretaria de Salud 
保健省 Dra. Nerza PAZ Subsecretaria Redes 

保健省副大臣 

 同 上 Dr. Nicolas HANDY Cooperacion Externa 
対外協力 

 同 上 Dr. Enrique ESPINAL 
Depto. Atencion Integral a la
Mujer 
女性総合保健課 

 同 上 Lic. Carlos R. CALIX 同 上 

 UNFPA Honduras Office 
UNFPA ホンジュラス事務所 Mr. Jozef MAERIEN Representante Adjunto 

副代表 

 同 上 Ms. Maritza ELVIR Representante Auxiliar 
代表補佐 

 同 上 Dr. Flor Maria MATUTE 

Gerente del Subprograma de 
Salud Reproductiva 
性と生殖に関する健康 
サブプログラムマネージャー 

10/18 

Departamental de Salud El 
Paraiso 
エル・パライソ県 
保健地域事務所 

Dra. Reina Francia TORRES Directora  
事務所長 

 同 上 Mr. Jacobo HERNANDEZ 
Jefe Materno Infantil, Region 
No.7 
第 7 地域母子保健長   

 同 上 Mr. Olman IZAGUIRRE Promocion de la Salud 
保健促進 

 

El Paraiso Clinica Materno 
Infantil 
エル・パライソ 
母子保健診療所 

Dr. Salvador Enrique Diaz 
   GAMO 

Director 
診療所長 

10/19 
Departmental de salud, 
Olancho 
オランチョ県保健地域事務所 

Dr. Lizandro MARTINEZ Director  
事務所長 

 同 上 Ms. Loudres MENCIA 
Enfermera Programas 
Materno Infantil 
母子保健, 看護師プログラム 

 

Salama Clinica Materno 
Infantil, Salama, Olancho 
オランチョ県サラマ市 
サラマ母子保健診療所 

Dr. Vincenzo BOVE Director 
診療所長 
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10/20 

Hospital San Francisco, 
Juticalpa, Olancho 
オランチョ県フティカルパ市 
サン・フランシスコ病院 

Dr. Abel CERRATO Director 
病院長 

 同 上 Dra. Ana Ofelia Motino 
ZAVALA 

Subdirectora  
副院長 

 同 上 Dra. Ana Gloria RAMOAS Jefe Depto. Pediatra 
小児科部長 

 同 上 Ms. Angela GALLO Jefe Depto. Enferimeria 
看護部長 

 同 上 Ms. Nery FUNEZ 
Jefe Depto. Registros 
Medicos 
医療記録部長 

 

Catacamas Clinica Materno 
Infantil,Catacamas,Olancho 
オランチョ県カタカマス市 
カタカマス母子保健診療所 

Dr. Pedro Renan MEZA Director 
診療所長 

 同 上 Mr. Oscar Wilfredo MEZA Jefe Area No.2 
第 2 地域長 

 同 上 Ms. Ada AGURIANO Supervisora Enfermera 
看護師長 

10/23 Secretaria de Salud 
保健省 Dr. Ivo Flores FLORES 

Depto. Atencion Integral a la
Mujer 
女性総合保健課 

10/24 Secretaria de Salud 
保健省 Dra. Jenny MEZA Secretaria de Salud 

保健大臣 

 
Embajada del Japon en 
Honduras 
在ホンジュラス日本国大使館 

Mr. Takeshi KOEZUKA 
    肥塚 隆 

Embajador del Japon 
特命全権大使 

 同 上 Mr. Takuma INOUE 
    井上 琢磨 

Encargado Politico y de 
Cooperacion 
政務・経済協力担当 

 



























 

 

５．2006 年度（４ヵ年計画のうち１年次）要請機材リスト
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No. 機材名（和） 数量 （単位） 仕様 価格 （単位） 調達方法 

1 
IUD Kit 

IUD 挿入キット 
250

sets 

セット 

ヤコブス子宮鉗

子 8-1/2”、シム

ス 鋭 匙 サ イ ズ

00/6、スポンジ

鉗子（直）9-1/2”、
メーヨー剪刀、

グレーブス膣鏡

中・大、ヨード

カップ6オンス、

蓋付トレイ、以

上各 1 

124.97 US$ 現地調達 

2 
Kelly Forceps 

ケリー鉗子 
25

units 

本 

26cm（11 イン

チ） 11.7 US$ 現地調達 

3 
Electric Sterilizer 

電気滅菌器 
75

units 

台 

120V、高圧蒸気

滅菌、鍋型、60
分タイマー機能

付 

527.53 US$ 現地調達 

4 
Sphygmomanometer 

血圧計 
190

units 

台 

アネロイド式 
スタンド型 88.93 US$ 現地調達 

5 
Stethoscope 

聴診器 
200

units 

個 

シングルヘッド

28.56 US$ 現地調達 

6 
Doppler 

ドップラー聴診器 
20

units 

台 

軽量タイプ、ア

ルカリ/ニッカド

電池使用周波数

2MHz、自動電源

切機能付 

454.51 US$ 現地調達 

7 
Fetal Stethoscope 

胎児用聴診器 
110

units 

個 

チューブ付 
9.94 US$ 現地調達 

8 
Goose Neck Lamp 

グースネックランプ 
145

units 

台 

115/120V、高さ

調節機能,・シェ

ード部分角度調

節機能付 

44.7 US$ 現地調達 

9 
Gynecological Table 

婦人科診察台 
10

units 

台 

足台 
引出し・収納庫

付 
405.22 US$ 現地調達 

10 
Adjustable Stool 

調整機能付椅子 
50

units 

台 

スチール製、高

さ調節機能付、

コロ付、フット

レストリング 

74.78 US$ 現地調達 

11 
Two Steps Ladder 

二段式踏台 
40

units 

台 

スチール製、二

段 20.4 US$ 現地調達 

 

 



 

 

６．医療特別機材供与事業の概要 
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 医療特別機材供与事業は国際協力機構人間開発部が所掌する保健医療分野における機材供与事

業のひとつで、技術協力プロジェクトとは別に、国際機関とのマルチ・バイ協力により実施されて

いる。感染症対策、家族計画・母子保健活動の推進、エイズ検査の拡充等を目的として、「感染症

対策特別機材」、「母と子供のための健康対策特別機材」、「人口・家族計画特別機材」、「エイズ対策・

血液検査特別機材」の供与事業を実施しており、「感染症」、「母と子」においては UNICEF との

連携、「人口・家族計画」においては UNFPA との連携によるマルチ・バイ協力案件である。「エ

イズ対策」を除く上記事業は、単年度採択を必要とするが原則 5 年または 4 年間継続の予定で計

画されている。供与対象国は毎年約 45 カ国、供与金額合計は平成 15 年には約 12 億円、平成 16
年度も最終的に約 12 億円となる見込みである。 
主な供与機材としては、「感染症」では、ワクチン、コールドチェーン機材（ワクチン保管用冷

蔵庫、ワクチン運搬用コールドボックス等）、注射器など。「人口・家族計画」では、避妊具、避妊

薬、家族計画の教育用視聴覚・AV 機器など。「母と子」では、助産婦用器具、各種抗生物質など。

「エイズ対策」では、検査キット、エイズの教育用視聴覚・AV 機器などがある。 
調達方法として、①UNICEF 調達、②現地調達（第三国調達を含む）、③本邦調達がある。 
①UNICEF 調達の手続きは JICA 調達部が行っており、コペンハーゲンにある UNICEF の

Supply Division に発注している。機材は日本を経由することなく、直接供与先に送られる。

②現地調達は JICA の現地事務所などが調達手続きを行う。 
③本邦調達は JICA 調達部で手続きが行われる。 

 



 

 

７．主要保健指標 
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基本統計 
総人口（1,000 人） 7,048 
年間出生数（1,000 人） 206 
5 歳未満人口（1,000 人） 975 
出生時平均余命（歳） 68 
人口年増加率（%）2003-2015 2.6 
粗死亡率 6 
粗出生率 29 
保健指標 
乳児死亡率（1 才未満）（出生 1,000 人当たり） 31 
5 才未満時死亡率（出生 1,000 人当たり） 41 
妊産婦死亡率（出生 10 万件当たり） 110 
改善された飲料水の使用（％）都市 99 
              農村 82 
十分な衛生施設の使用（％）  都市 89 
              農村 52 
１歳児ワクチン接種率（％）  BCG 93 

       DPT3 89 
OPV3 90 
麻疹 92 
HepB3 89 
Hib3 89 

女性指標 
合計特殊出生率 3.6 
避妊法の普及率（%） 62 
出産前のケアが行われている率（%） 83 
専門技能者が付き添う出産の比率（%） 56 
妊産婦死亡率（調整価） 110 
出典：UNICEF 世界子供白書 2006 を基に調査団が作成 
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2006 年度 保健医療施設別機材配布予定数量 

No. 資機材名 病院 母子保健診療所 保健所 合 計 

1 IUD 挿入キット 40 20 190 250 
2 グースネックランプ 25 20 100 145 
3 血圧計 50 40 100 190 
4 聴診器 50 40 110 200 
5 ケリー鉗子 25 0 0 25 
6 調整機付椅子 25 25 0 50 
7 電気滅菌器 0 10 65 75 
8 ドップラー聴診器 0 20 0 20 
9 婦人科診察台 0 10 0 10 

10 二段式踏台 0 40 0 40 
      

      
2007 年度 保健医療施設別機材配布予定数量 

No. 資機材名 病院 母子保健診療所 保健所 合 計 

1 帝王切開術セット 30 0 0 30 
2 分娩セット 60 50 0 110 
3 グースネックランプ 20 0 0 20 
4 電気滅菌器 0 15 75 90 
5 IUD 挿入キット 0 30 500 530 
6 血圧計 0 30 150 180 
7 聴診器 0 30 150 180 
8 ドップラー聴診器 0 20 0 20 
9 グースネックランプ 20 30 120 170 

 



１．2006年度　機材配布先リスト　【病院】
機材名 県名 数量 機材名 県名 数量

1 IUD挿入キット アトランティダ 2 4 聴診器 アトランティダ 2
コロン 3 コロン 4
コマヤグア 1 コマヤグア 1
コパン 1 コパン 3
コルテス 1 コルテス 2
チョルテカ 2 チョルテカ 2
エル・パライソ 2 エル・パライソ 2
テグシガルパ 7 テグシガルパ 6
グラシアス・ア・ディオス 1 グラシアス・ア・ディオス 2
インティビュカ 2 インティビュカ 3
イスラ・ド・ラ・バイア 1 イスラ・ド・ラ・バイア 1
ラ・パス 1 ラ・パス 1
グラシアス・ア・ディオス 1 レンピーラ 3
オコテペク 1 オコテペク 2
フティカルパ 2 フティカルパ 2
サンタ・バーバラ 1 サンタ・バーバラ 2
ベール 1 ベール 2
ヨロ 6 ヨロ 6
サン・ペドロ・スーラ 4 サン・ペドロ・スーラ 4

40 50
2 グースネックランプ アトランティダ 1 5 ケリー鉗子 アトランティダ 2

コロン 3 コロン 1
コマヤグア 1 コパン 1
チョルテカ 2 コルテス 1
エル・パライソ 2 エル・パライソ 1
テグシガルパ 1 テグシガルパ 4
グラシアス・ア・ディオス 2 グラシアス・ア・ディオス 1
インティビュカ 2 インティビュカ 1
ラ・パス 2 イスラ・ド・ラ・バイア 1
オコテペク 2 ラ・パス 1
フティカルパ 1 レンピーラ 1
ヨロ 4 オコテペク 1
サン・ペドロ・スーラ 2 フティカルパ 1

25 サンタ・バーバラ 1
3 血圧計 アトランティダ 2 ヨロ 4

コロン 4 サン・ペドロ・スーラ 3
コマヤグア 1 25
コパン 3 6 調整機能付椅子 アトランティダ 2
コルテス 2 コロン 2
チョルテカ 2 コパン 2
エル・パライソ 2 コルテス 1
テグシガルパ 6 エル・パライソ 1
グラシアス・ア・ディオス 2 テグシガルパ 3
インティビュカ 3 グラシアス・ア・ディオス 1
イスラ・ド・ラ・バイア 1 インティビュカ 1
ラ・パス 1 イスラ・ド・ラ・バイア 1
レンピーラ 3 ラ・パス 1
オコテペク 2 レンピーラ 1
フティカルパ 2 オコテペク 1
サンタ・バーバラ 2 フティカルパ 1
ベール 2 サンタ・バーバラ 1
ヨロ 6 ヨロ 3
サン・ペドロ・スーラ 4 サン・ペドロ・スーラ 3

50 25



２．2006年度　機材配布先リスト　【母子保健診療所】
機材名 県名 数量 機材名 県名 数量

1 IUD挿入キット コマヤグア 3 6 聴診器 コマヤグア 6
コルテス 1 コルテス 2
チョルテカ 2 チョルテカ 4
エル・パライソ 1 エル・パライソ 2
フランシスコ・モラザン 1 フランシスコ・モラザン 2
インティビュカ 1 インティビュカ 2
ラ・パス 1 ラ・パス 2
レンピーラ 2 レンピーラ 4
オランチョ 4 オランチョ 8
ヨロ 4 ヨロ 8

20 40
2 電気滅菌器 コマヤグア 1 7 婦人科診察台 コマヤグア 1

コルテス 1 チョルテカ 1
エル・パライソ 1 コルテス 1
フランシスコ・モラザン 1 フランシスコ・モラザン 1
インティビュカ 1 インティビュカ 1
ラ・パス 1 レンピーラ 2
レンピーラ 2 オランチョ 2
オランチョ 1 ヨロ 1
ヨロ 1 10

10 8 調節機能付椅子 エル・パライソ 1
3 グースネックランプ コマヤグア 1 フランシスコ・モラザン 1

コマヤグア 2 ラ・パス 1
コルテス 1 コルテス 1
チョルテカ 2 コマヤグア 3
エル・パライソ 1 インティビュカ 1
フランシスコ・モラザン 1 チョルテカ 3
インティビュカ 1 レンピーラ 2
ラ・パス 1 オランチョ 5
レンピーラ 2 ベール 1
オランチョ 4 ヨロ 6
ヨロ 4 25

20 9 二段式踏台 アトランティダ 1
4 ドップラー聴診器 エル・パライソ 2 チョルテカ 4

ラ・パス 2 コマヤグア 1
コマヤグア 4 コマヤグア 1
レンピーラ 2 コマヤグア 1
ヨロ 2 コマヤグア 1
オランチョ 4 コマヤグア 1
チョルテカ 2 コパン 1
ベール 2 コルテス 1

20 コロン 1
5 血圧計 コマヤグア 6 エル・パライソ 3

コルテス 2 フランシスコ・モラザン 2
チョルテカ 4 インティビュカ 1
エル・パライソ 2 オコテペク 1
フランシスコ・モラザン 2 オランチョ 5
インティビュカ 2 ラ・パス 1
ラ・パス 2 レンピーラ 2
レンピーラ 4 サンタ・バーバラ 2
オランチョ 8 ベール 3
ヨロ 8 ヨロ 7

40 40



３．2006年度　機材配布先リスト　【保健所（セサモ /セサル）】
機材名 県名 数量 機材名 県名 数量

1 IUD挿入キット アトランティダ 23 4 聴診器 アトランティダ 15
コロン 7 コロン 7
コマヤグア 4 コマヤグア 3
コパン 6 コパン 4
コルテス 21 コルテス 12
チョルテカ 2 チョルテカ 4
エル・パライソ 4 エル・パライソ 7
フランシスコ・モラザン 35 フランシスコ・モラザン 18
グラシアス・ア・ディオス 6 グラシアス・ア・ディオス 3
インティビュカ 6 インティビュカ 3
イスラ・ド・ラ・ハイア 3 イスラ・ド・ラ・ハイア 2
ラ・パス 4 ラ・パス 5
レンピーラ 11 レンピーラ 8
オコテペク 6 オコテペク 2
オランテョ 19 オランテョ 6
サンタ・バーバラ 10 サンタ・バーバラ 3
ベール 11 ベール 5
ヨロ 12 ヨロ 3

190 110
2 電気滅菌器 アトランティダ 8 5 胎児用聴診器 アトランティダ 15

コロン 3 コロン 7
コマヤグア 3 コマヤグア 3
コパン 1 コパン 4
コルテス 8 コルテス 12
チョルテカ 4 チョルテカ 4
エル・パライソ 2 エル・パライソ 7
フランシスコ・モラザン 7 フランシスコ・モラザン 18
グラシアス・ア・ディオス 2 グラシアス・ア・ディオス 3
インティビュカ 3 インティビュカ 3
イスラ・ド・ラ・ハイア 1 イスラ・ド・ラ・ハイア 2
ラ・パス 4 ラ・パス 5
レンピーラ 6 レンピーラ 8
オコテペク 2 オコテペク 2
オランテョ 4 オランテョ 6
サンタ・バーバラ 2 サンタ・バーバラ 3
ベール 2 ベール 5
ヨロ 3 ヨロ 3

65 110
3 血圧計 アトランティダ 11 6 グースネックランプ アトランティダ 11

コロン 4 コロン 4
コマヤグア 2 コマヤグア 2
コパン 2 コパン 1
コルテス 8 コパン 1
チョルテカ 3 コルテス 7
エル・パライソ 4 チョルテカ 3
フランシスコ・モラザン 17 エル・パライソ 4
グラシアス・ア・ディオス 3 フランシスコ・モラザン 18
インティビュカ 3 グラシアス・ア・ディオス 3
イスラ・ド・ラ・ハイア 2 インティビュカ 3
ラ・パス 5 イスラ・ド・ラ・ハイア 2
レンピーラ 9 ラ・パス 5
オコテペク 1 レンピーラ 9
オコテペク 1 オコテペク 2
オランテョ 9 オランテョ 9
サンタ・バーバラ 3 サンタ・バーバラ 3
ベール 7 ベール 7
ヨロ 6 ヨロ 6

100 100



１．2007年度　機材配布先リスト　【病院】
機材名 県名 数量

1 帝王切開術セット アトランティダ 3
コロン 3
コパン 3
チョルテカ 3
エル・パライソ 3
グラシアス・ア・ディオス 3
イスラ・ド・ラ・バイア 3
ラ・パス 3
レンピーラ 3
フティカルパ 3

30
2 分娩セット アトランティダ 10

コロン 3
コパン 10
テョルテカ 7
エル・パライソ 7
グラシアス・ア・ディオス 3
イスラ・ド・ラ・バイア 5
ラ・パス 5
レンピーラ 3
フティカルパ 7

60
3 グースネックランプ コパン 2

コルテス 2
テグシガルパ 4
イスラ・ド・ラ・バイア 2
レンピーラ 2
サンタ・バーバラ 2
ベール 2
ヨロ 2
サン・ペドロ・スーラ 2

20



２．2007年度　機材配布先リスト　【母子保健診療所】
機材名 県名 数量 機材名 県名 数量

1 分娩セット コロン 4 4 グースネックランプ コロン 4
コマヤグア 3 コマヤグア 3
コマヤグア 2 コパン 3
コパン 3 コルテス 2
コルテス 3 チョルテカ 6
チョルテカ 7 エル・パライソ 4
エル・パライソ 3 グラシアス・ア・ディオス 4
フランシスコ・モラザン 2 レンピーラ 1
インティビュカ 2 オコテペク 1
ラ・パス 2 オランチョ 1
レンピーラ 4 ベール 1
オランチョ 8 30
ヨロ 7 5 血圧計 コロン 4

50 コマヤグア 3
2 電気滅菌器 コロン 1 コパン 2

コマヤグア 1 コパン 1
コパン 1 コルテス 1
コルテス 1 コルテス 1
チョルテカ 1 チョルテカ 5
エル・パライソ 1 エル・パライソ 3
グラシアス・ア・ディオス 1 グラシアス・ア・ディオス 4
レンピーラ 1 レンピーラ 2
オコテペク 1 オコテペク 1
オランチョ 2 オランチョ 1
ベール 2 ベール 1
ヨロ 2 ヨロ 1

15 30
3 IUD挿入キット コロン 4 6 聴診器 コロン 4

コマヤグア 1 コマヤグア 3
コパン 3 コパン 3
コルテス 3 コルテス 2
チョルテカ 4 チョルテカ 5
エル・パライソ 3 エル・パライソ 3
グラシアス・ア・ディオス 4 グラシアス・ア・ディオス 4
レンピーラ 2 レンピーラ 2
オコテペク 1 オコテペク 1
ベール 3 オランチョ 1
ヨロ 2 ベール 1

30 ヨロ 1
30

7 ドップラー聴診器 コロン 2
コマヤグア 2
コパン 2
コルテス 2
チョルテカ 3
エル・パライソ 2
グラシアス・ア・ディオス 2
レンピーラ 1
オコテペク 1
オランチョ 1
ベール 1
ヨロ 1

20
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